
復習用問題集          第 6章 盛土規制法 

第 6章 盛土規制法 
問１．宅地造成等工事規制区域について、以下の空欄を埋めよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域 

市街地・集落に指定される 

指定 ・知事が１    の意見を聴いて指定 

・２    の内外問わずに指定 

許可 工事着手前に、３  の許可が必要(４  を付すことも可能) 

【盛土・切土】 

・高さ５  の崖が生じる盛土 

・高さ６  の崖が生じる切土 

・盛土・切土が同時で合算して７  の崖を生じるもの 

・高さ８  の盛土(９  を生じない場合) 

・盛土・切土の面積が 10   超の場合 

 

【一時的な土石の堆積】 

 ・「高高さが 11  」かつ高面積が 12  」 

 ・面積が 13    

一定の有資格者 

による設計 

・14   の擁壁の設置 

・15   の土地における 

排水施設の設置 

許
可
が
必
要
な
工
事 

届出 

・区域指定時に、すでに 17   が行われている 

  ⇒工事主が 21 日以内に届出 

・18    を宅地 or 農地等に転用 

  ⇒転用した者が 14 日以内に届出 

・２ｍ超の擁壁・排水施設の 19  をする者 

  ⇒工事着手日の 14 日前までに届出 

保全義務 土地の所有者・管理者・占有者の 20    

21    
知事「⇒「 所有者・管理者・占有者・工事主・施行者に勧告 

従わなくても、罰則なし 

22    知事「⇒「 所有者・管理者・占有者に命令 

従わないと、罰則アリ。 

 

工事完了 知事の検査 ⇒ 16   の交付 

知事へ 



復習用問題集          第 6章 盛土規制法 

【解答１】宅地造成等工事規制区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【思い出す】解答を見ずに以下の内容を説明せよ。 

１．宅地造成等工事規制区域で知事の高許可」、高届出」が必要となる場合をそれぞれ挙げよ 

宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域 

市街地・集落に指定される 

指定 ・知事が関係市町村長の意見を聴いて指定 

・都市計画区域の内外問わずに指定 

許可 工事着手前に、知事の許可が必要(条件を付すことも可能) 

【盛土・切土】 

・高さ１ｍ超の崖が生じる盛土 

・高さ２ｍ超の崖が生じる切土 

・盛土・切土が同時で合算して２ｍ超の崖を生じるもの 

・高さ２ｍ超の盛土(崖を生じない場合) 

・盛土・切土の面積が 500 ㎡超の場合 

 

【一時的な土石の堆積】 

 ・「高高さが２ｍ超」かつ高面積が 300 ㎡超」 

 ・面積が 500 ㎡超 

一定の有資格者 

による設計 

・５ｍ超の擁壁の設置 

・1,500 ㎡超の土地における 

排水施設の設置 

許
可
が
必
要
な
工
事 

届出 

・区域指定時に、すでに造成工事が行われている 

  ⇒工事主が 21 日以内に届出 

・公共施設用地を宅地 or農地等に転用 

  ⇒転用した者が 14 日以内に届出 

・２ｍ超の擁壁・排水施設の除去をする者 

  ⇒工事着手日の 14 日前までに届出 

保全義務 土地の所有者・管理者・占有者の努力義務 

勧告 
知事「⇒「 所有者・管理者・占有者・工事主・施行者に勧告 

従わなくても、罰則なし 

改善命令 知事「⇒「 所有者・管理者・占有者に命令 

従わないと、罰則アリ。 

 

工事完了 知事の検査 ⇒ 検査済証の交付 

知事へ 
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問２．特定盛土等規制区域について、以下の空欄を埋めよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定 

１   から離れている場所に指定され

る 
・知事が関係市町村長の意見を聴いて指定 

・２        高以外」に指定 

許可 工事着手前に、知事の許可が必要 

【盛土・切土】 

・高さ３  の崖が生じる盛土 

・高さ４  の崖が生じる切土 

・盛土・切土が同時で合算して５  の崖を生じるもの 

・高さ６  の盛土(崖を生じない場合) 

・盛土・切土の面積が７   の場合 

 

【一時的な土石の堆積】 

 ・「高高さが８   」かつ高面積が９   」 

 ・面積が 10    

許
可
が
必
要
な
工
事 

届出 

知事へ 

・区域指定時に、すでに 19   が行われている 

  ⇒工事主が 21 日以内に届出 

・20    を宅地 or 農地等に転用 

  ⇒転用した者が 14 日以内に届出 

・２ｍ超の 21    の除去をする者 

  ⇒工事着手日の 14 日前までに届出 

【盛土・切土】 

・高さ 11  の崖が生じる盛土 

・高さ 12  の崖が生じる切土 

・盛土・切土が同時で合算して 13  の崖を生じるもの 

・高さ 14  の盛土(崖を生じない場合) 

・盛土・切土の面積が 15  の場合 

 

【一時的な土石の堆積】 

 ・「高高さが 16  」かつ高面積が 17  」 

 ・面積が 18    

工
事
着
手
前
３
０
日
前
ま
で
に
届
出 

特
定
盛
土
等
規
制
区
域 



復習用問題集          第 6章 盛土規制法 

【解答２】特定盛土等規制区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【思い出す】解答を見ずに以下の内容を説明せよ。 

１．特定盛土等規制区域で知事の高許可」が必要となる場合を挙げよ 

２．特定盛土等規制区域で知事への高届出」が必要となる場合を挙げよ。 

２．特定盛土等規制区域はどのような場所に指定されるか。 

 

指定 

市街地から離れている場所に指定される 

・知事が関係市町村長の意見を聴いて指定 

・宅地造成等工事規制区域高以外」に指定 

許可 工事着手前に、知事の許可が必要 

【盛土・切土】 

・高さ２ｍ超の崖が生じる盛土 

・高さ５ｍ超の崖が生じる切土 

・盛土・切土が同時で合算して５ｍ超の崖を生じるもの 

・高さ５ｍ超の盛土(崖を生じない場合) 

・盛土・切土の面積が 3,000 ㎡超の場合 

 

【一時的な土石の堆積】 

 ・「高高さが５ｍ超」かつ高面積が 1,500 ㎡超」 

 ・面積が 3,000 ㎡超 

許
可
が
必
要
な
工
事 

届出 

知事へ 

・区域指定時に、すでに造成工事が行われている 

  ⇒工事主が 21 日以内に届出 

・公共施設用地を宅地 or 農地等に転用 

  ⇒転用した者が 14 日以内に届出 

・２ｍ超の擁壁・排水施設の除去をする者 

  ⇒工事着手日の 14 日前までに届出 

【盛土・切土】 

・高さ１ｍ超の崖が生じる盛土 

・高さ２ｍ超の崖が生じる切土 

・盛土・切土が同時で合算して２ｍ超の崖を生じるもの 

・高さ２ｍ超の盛土(崖を生じない場合) 

・盛土・切土の面積が 500 ㎡超の場合 

 

【一時的な土石の堆積】 

 ・「高高さが２ｍ超」かつ高面積が 300 ㎡超」 

 ・面積が 500 ㎡超 

工
事
着
手
前
３
０
日
前
ま
で
に
届
出 

特
定
盛
土
等
規
制
区
域 



復習用問題集          第 6章 盛土規制法 

問３．造成宅地防災区域について、以下の空欄を埋めよ。 

 

〇造成宅地防災区域は、すでに造成されている宅地で、土砂災害の危険性が高い地域に指定される

ので、１     の外に指定される。 

〇２    の設置など、災害防止のための必要な措置を講ずることで造成宅地防災区域を 

指定する理由がなくなった場合、３    はその指定を解除することができる。 

〇造成宅地防災区域内の宅地の４  ・５  ・６  は、災害が生じないように、その宅地につ

いて擁壁・排水施設等の設置など必要な措置を講ずるよう７     。 

〇８    は、造成宅地の所有者・管理者・占有者に対して、災害防止のため必要があると認め

る場合、それらの者に対して勧告や改善命令をすることができる。 
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【解答３】造成宅地防災区域 

 

〇造成宅地防災区域は、すでに造成されている宅地で、土砂災害の危険性が高い地域に指定される

ので、宅地造成等工事規制区域の外に指定される。 

〇擁壁・排水施設の設置など、災害防止のための必要な措置を講ずることで造成宅地防災区域を 

指定する理由がなくなった場合、都道府県知事はその指定を解除することができる。 

〇造成宅地防災区域内の宅地の所有者・管理者・占有者は、災害が生じないように、その宅地につ

いて擁壁・排水施設等の設置など必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

〇都道府県知事は、造成宅地の所有者・管理者・占有者に対して、災害防止のため必要があると認

める場合、それらの者に対して勧告や改善命令をすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


